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一 般 質 問 通 告 書 

佐野市議会議長 様 

受

付 

番号 １２ 

令和 ６年 ２月 １４日 

午前・午後 １時 ４５分    

議会名 令和 ６ 年 第  ２ 回 佐野市議会定例会 

発言者 議席番号 １ 番   長 浜  成 仁   

答弁を求める者 

(選択してください) 
市長 ・ 副市長 ・ 教育長 ・ 担当部局長 

一般質問時に使用する資料の

有無（選択してください） 

あり（ 資料提示 ・ 資料配付 ・ モニター使用 ） 

なし 

大項目（質問項目） 

中項目（質問細目） 
小項目（具体的な質問内容） 

１．第６次「学校図書館図書整

備等５か年計画」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ゴルフ場利用税並びにゴ

ルフ場利用税交付金について 

 

 

 

 

 

①学校図書館への新聞配備に関して、令和５年第３

回定例会において「葛飾方式と同様、教育委員会

が一括契約し、学校に配備できるよう、予算の確

保や契約方法の検討を行ってまいりたいと考えて

おります。（一部抜粋）」との答弁がありました

が、それ以降に行った検討内容（途中経過・結果

含む）をお伺いします。 

②学校司書の配置に関して、小・中学校等のおおむ

ね１.３校に１名配置が目標のところ本市は１.７

校に１名配置（令和５年第２回定例会時点）とな

っていますが、今後の配置拡充に向けた取組をお

伺いします。 

③本計画は、学校図書館図書の整備、学校図書館へ

の新聞配備、学校司書の配置が計画内容として挙

げられますが、令和６年度予算案における予算措

置の内容をお伺いします。 

 

①令和６年度予算案におけるゴルフ場利用税交付金

の額と歳入合計における割合をお伺いします。 

②本市におけるゴルフ場利用税交付金の使途をお伺

いします。 

③ゴルフ場利用税交付金が本市の財政力指数に与え

る影響について本市の見解をお伺いします。 
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３．難聴の方への支援・対応に

ついて 

④ゴルフ場利用税は県税ではありますが、地方税法

第１０３条の定めるところにより、その額の１０

分の７に相当する額が栃木県から本市に交付され

ます。平成２３年に制定されたスポーツ基本法で

は、国・地方公共団体・スポーツ団体は、スポー

ツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツへ

の国民の参加・支援を促進するよう努めることが

定められており、ゴルフ場利用税はスポーツ基本

法の趣旨に反しているのではないか、又、昭和２

９年に創設された娯楽施設利用税の対象施設とし

てゴルフ場、パチンコ場、ボーリング場等があり

ましたが、昭和６３年の税制改正での消費税創設

に合わせてゴルフ場だけがゴルフ場利用税として

名称を変えて存続しており、税の公平性の観点か

ら問題ではないかという声を聞く一方で、財源の

乏しい地方公共団体の貴重な財源になっている現

状があります。以上を踏まえた上で、ゴルフ場利

用税に関する本市の見解をお伺いします。 

 

①本市が市役所窓口等で行っている難聴の方への支

援や対応をお伺いします。 

②市役所窓口等において個人情報保護の観点やコミ

ュニケーションの円滑化等に効果が見込める「軟

骨伝導イヤホン」の導入を提案しますが、本市の

見解をお伺いします。 

 


